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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】令和3年7月26日(2021.7.26)

【公開番号】特開2020-188267(P2020-188267A)
【公開日】令和2年11月19日(2020.11.19)
【年通号数】公開・登録公報2020-047
【出願番号】特願2020-120693(P2020-120693)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  27/146    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/76     (2006.01)
   Ｈ０４Ｎ   5/369    (2011.01)
   Ｇ０３Ｂ  13/36     (2021.01)
   Ｇ０２Ｂ   7/34     (2021.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ   27/146    　　　Ａ
   Ｈ０１Ｌ   27/146    　　　Ｄ
   Ｈ０１Ｌ   21/76     　　　Ｌ
   Ｈ０４Ｎ    5/369    ６００　
   Ｇ０３Ｂ   13/36     　　　　
   Ｇ０２Ｂ    7/34     　　　　

【手続補正書】
【提出日】令和3年5月10日(2021.5.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　２次元状に配された複数の画素を有する撮像装置であって、
　前記複数の画素のうちの少なくとも一部の画素は、
　　半導体基板に設けられ、光電変換により生じた信号電荷を蓄積する第１導電型の第１
の半導体領域をそれぞれが含み、平面視において、第１の方向に隣り合って配置された第
１及び第２の光電変換部と、
　　前記第１の光電変換部と前記第２の光電変換部との間の前記半導体基板に設けられ、
トレンチ分離からなる第１の分離部と、
　　前記第１の光電変換部と前記第２の光電変換部との間の前記半導体基板に設けられ、
前記第１の半導体領域よりも前記第１導電型のキャリア濃度が低い第２の半導体領域から
なる第２の分離部と、を有し、
　前記第１の分離部と前記第２の分離部とは、平面視において、前記第１の方向と交差す
る第２の方向に隣り合って配置されている
　ことを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　前記少なくとも一部の画素は、前記第２の方向に沿って並ぶ複数の前記第１の分離部を
含み、
　複数の前記第１の分離部の間に前記第２の分離部が配置されている
　ことを特徴とする請求項１記載の撮像装置。
【請求項３】
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　前記第１及び第２の光電変換部をともに二等分する線を引いたとき、
　前記第２の分離部は、平面視において、前記線と重なる位置に配置されている
　ことを特徴とする請求項１又は２記載の撮像装置。
【請求項４】
　前記第２の分離部は、前記複数の画素を有する画素領域における前記画素の場所に応じ
て、前記画素内における場所が定められている
　ことを特徴とする請求項１又は２記載の撮像装置。
【請求項５】
　平面視における前記第２の分離部の前記第２の方向の長さは、平面視における前記第１
の分離部の前記第２の方向の長さ以下である
　ことを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項６】
　平面視における前記第１の分離部の前記第１の方向の長さは、平面視における前記第２
の分離部の前記第１の方向の長さよりも短い
　ことを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項７】
　前記少なくとも一部の画素と、前記少なくとも一部の画素に隣接する他の画素との間に
第３の分離部が設けられている
　ことを特徴とする請求項１乃至６のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項８】
　平面視における前記第３の分離部の、前記第１の方向の長さは、平面視における前記第
１の分離部の前記第１の方向の長さよりも長い
　ことを特徴とする請求項７記載の撮像装置。
【請求項９】
　前記第３の分離部の少なくとも一部は、トレンチ分離により構成されている
　ことを特徴とする請求項７又は８記載の撮像装置。
【請求項１０】
　前記第３の分離部の少なくとも一部と、前記第１の分離部とが接している
　ことを特徴とする請求項７乃至９のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項１１】
　前記第３の分離部は、前記半導体基板の第１の表面から、前記第１の半導体領域、前記
第１の分離部が設けられた深さよりも深くまで設けられている
　ことを特徴とする請求項７乃至１０のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項１２】
　前記第２の半導体領域は、第２導電型であり、
　前記第３の分離部は、前記第２の半導体領域よりもキャリア濃度の高い前記第２導電型
の第３の半導体領域を有する
　ことを特徴とする請求項７乃至１１のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項１３】
　前記第２の半導体領域は、前記第１導電型であり、
　前記第２の半導体領域のキャリア濃度は、前記第１の半導体領域のキャリア濃度よりも
低い
　ことを特徴とする請求項１乃至１２のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項１４】
　前記第１の分離部の周囲に、前記第２の半導体領域よりもキャリア濃度の高い第２導電
型の第４の半導体領域を更に有する
　ことを特徴とする請求項１乃至１３のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項１５】
　前記第１の分離部は、前記半導体基板に設けられたトレンチに、前記半導体基板とは屈
折率の異なる材料又は金属材料が埋め込まれてなる
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　ことを特徴とする請求項１乃至１４のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項１６】
　前記第１の分離部及び前記第２の分離部は、前記半導体基板の第１の表面から、前記第
１の半導体領域が設けられた深さよりも深くまで設けられている
　ことを特徴とする請求項１乃至１５のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項１７】
　２次元状に配された複数の画素を有する撮像装置であって、
　前記複数の画素のうちの少なくとも一部の画素は、
　半導体基板に設けられ、平面視において、第１の方向に隣り合って配置された第１の光
電変換部及び第２の光電変換部と、
　前記第１の光電変換部と前記第２の光電変換部との間の前記半導体基板に設けられ、ト
レンチ構造を有する第１の分離部と、
　前記第１の光電変換部と前記第２の光電変換部とを第２の方向に二分する、前記第１の
方向の第１の線での第１の断面と、
　前記第１の光電変換部と前記第２の光電変換部とを前記第２の方向に二分する、前記第
１の方向の第２の線での第２の断面とを有し、
　前記第１の断面は前記第１の分離部を有し、前記第２の断面は前記第１の分離部を有さ
ない
　ことを特徴とする撮像装置。
【請求項１８】
　前記少なくとも一部の画素は、前記第２の方向に沿って並ぶ複数の前記第１の分離部と
、前記第１の光電変換部と前記第２の光電変換部との間の前記半導体基板に設けられる第
２の分離部と、を含み、
　複数の前記第１の分離部の間に前記第２の分離部が配置されている
　ことを特徴とする請求項１７記載の撮像装置。
【請求項１９】
　前記半導体基板は、第１の表面及び第２の表面を含み、
　前記第１の分離部は、前記半導体基板の前記第１の表面から前記第２の表面に渡って設
けられており、
　前記第２の分離部は、前記半導体基板の前記第１の表面から前記第２の表面に渡る領域
のうちの前記第１の表面の側の一部分に設けられている
　ことを特徴とする請求項１乃至１６のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項２０】
　前記第１の表面は光の入射する面である
　ことを特徴とする請求項１９記載の撮像装置。
【請求項２１】
　前記少なくとも一部の画素は、前記半導体基板の前記第１の表面側に、前記第１の光電
変換部及び前記第２の光電変換部に光を集光する１つのマイクロレンズを更に有する
　ことを特徴とする請求項１９又は２０記載の撮像装置。
【請求項２２】
　前記複数の画素のうちの少なくとも一部の画素は、前記第１の光電変換部で生じた電荷
を転送する第１の転送トランジスタと、前記第２の光電変換部で生じた電荷を転送する第
２の転送トランジスタとを有し、
　平面視において、前記第１の転送トランジスタのゲートと、前記第２の転送トランジス
タのゲートとの間に、前記第１の分離部が配されている
　ことを特徴とする請求項１乃至２１のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項２３】
　２次元状に配された複数の画素を有する撮像装置であって、
　前記複数の画素のうちの少なくとも一部の画素のそれぞれは、
　半導体基板に設けられ、光電変換により生じた信号電荷を蓄積する電荷蓄積部を含み、
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　平面視において、第１の方向に隣り合って配置された、第１の前記電荷蓄積部及び第２
の前記電荷蓄積部と、
　前記第１の電荷蓄積部と前記第２の電荷蓄積部との間の前記半導体基板に設けられ、ト
レンチ構造を有する第１の分離部と、を有し、
　前記第１の分離部は、前記第１の電荷蓄積部と前記第２の電荷蓄積部とを第２の方向に
二分する前記第１の方向の線での断面において、前記第１及び第２の電荷蓄積部の間に設
けられている
　ことを特徴とする撮像装置。
【請求項２４】
　請求項１乃至２２のいずれか１項に記載の撮像装置と、
　前記撮像装置から出力された信号を処理する信号処理部と、を有し、
　前記信号処理部は、前記第１の光電変換部で生成された信号電荷に基づく第１の信号と
、前記第２の光電変換部で生成された信号電荷に基づく第２の信号とに基づき、デフォー
カス量を算出する
　ことを特徴とする撮像システム。
【請求項２５】
　前記信号処理部は、前記第１の光電変換部及び前記第２の光電変換部で生成された信号
電荷に基づく第３の信号に基づき、画像を生成する
　ことを特徴とする請求項２４記載の撮像システム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　本発明の一観点によれば、２次元状に配された複数の画素を有する撮像装置であって、
前記複数の画素のうちの少なくとも一部の画素は、半導体基板に設けられ、光電変換によ
り生じた信号電荷を蓄積する第１導電型の第１の半導体領域をそれぞれが含み、平面視に
おいて、第１の方向に隣り合って配置された第１及び第２の光電変換部と、前記第１の光
電変換部と前記第２の光電変換部との間の前記半導体基板に設けられ、トレンチ分離から
なる第１の分離部と、前記第１の光電変換部と前記第２の光電変換部との間の前記半導体
基板に設けられ、前記第１の半導体領域よりも前記第１導電型のキャリア濃度が低い第２
の半導体領域からなる第２の分離部と、を有し、前記第１の分離部と前記第２の分離部と
は、平面視において、前記第１の方向と交差する第２の方向に隣り合って配置されている
撮像装置が提供される。
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